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議
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経
新
聞
ソ
ウ
ル
支
局
長
に
対
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る
韓
国
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応
に
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す
る
第
三
回
質
問
に
対
し
、
別

紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
産
経
新
聞
ソ
ウ
ル
支
局
長
に
対
す
る
韓
国
政
府
の
対
応
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
答
弁
書
は
、
外
務
省
ア
ジ
ア
大
洋
州
局
に
お
い
て
起
案
し
、
同
省
に
お
い
て
し
か
る
べ
く
決
裁
を
経
た
上
で
、

内
閣
と
し
て
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
七
年
三
月
十
三
日
内
閣
衆
質
一
八
九
第
一
一
四
号
）
一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た

と
お
り
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日
内
閣
衆
質
一
八
九
第
一
五
五
号
。
以
下
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
二

か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

大
韓
民
国
に
つ
い
て
の
政
府
の
認
識
は
、
前
回
答
弁
書
五
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
御
指
摘
の
外
務

一



省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
外
務
省
と
し
て
定
期
的
に
改
訂
を
行
っ
て
お
り
、
今
般
も
そ
の
一
環
と
し
て
、
施
政
方
針
演

説
や
外
交
演
説
の
表
現
に
合
わ
せ
る
形
で
改
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。

二


